
からのお知らせ
国土交通省トラック荷主特別対策室主催

「トラック物流2024年問題」
に関するオンライン説明会【第21回】開催

「いつも荷待ちをさせられる
「こんな作業までさせられている。」
「運賃交渉に応じない。」

（ご提供している情報（一部））
・改正物流効率化法、貨物自動車運送事業法施行に関する最新情報
・標準的な運賃・料金改正、標準運送約款改正について
・トラック運送の原価計算、価格交渉（運賃交渉）ノウハウ・事例紹介
・各トラック運送事業者、荷主事業者等参加者の問題意識共有。取組みご紹介 など
運賃交渉に活用いただける資料なども提供しています！

開催日時：令和7年4月25日(金) 10:00,15:00（同日２回開催）

事前アンケートページ
開催の都度、物流改善に向けたアンケートを実施しています。是非ご協力ください。

直接参加用
二次元バーコード

などの荷主等に関する
お困りごとは、目安箱への
投稿をお願いします。

(今月のNEWS) 改正トラック法一部施行（契約内容の文書化）について

目安箱リンク

書面に記載しなければならない事項（①～②は法律記載事項、③～④は省令記載事項）
①運送の役務の内容及び対価
②運送契約に運送の役務以外の役務（荷役作業、附帯業務等）が含まれる場合には、その内容及び対価
③その他特別に生じる費用に係る料金（例：有料道路利用料、燃料サーチャージなど）
④運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所
⑤運賃・料金の支払方法
⑥書面の交付年月日
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